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告 示

北海道告示第３８号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の所有者に対し、当該牛について、牛のヨーネ病の予防のための検査を受けることを命ず
る。
平成２４年１月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的

牛のヨーネ病の発生予防のため
２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の
市 町 村 名

実 施 の 期 日
（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

佐 呂 間 町 平成２４年２月２０日から３月１６日まで
３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で繁殖の用に供する肉用雌牛。ただし、家畜伝染病予防法に基づく牛の

ヨーネ病のまん延防止のための措置を講じている農場に飼養されているもの及び生後２４か

月未満のものを除く。

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第３９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指

定する予定である。

平成２４年１月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 北斗市当別８６０の２４（次の図に示す部分に限る。）、

８６０の２３

� 指 定 の 目 的 水源のかん養

� 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 岩内郡岩内町字東山２の１（次の図に示す部分に限

る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備

� 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐は、択伐による。
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� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 古宇郡泊村大字堀株村６４４の１（次の図に示す部分に
限る。）、６３２の５

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 古宇郡泊村大字興志内村字茂岩１５の１・１６の１・字ユ
ウトマリ２２３の１（以上３筆について次の図に示す部分
に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所 松前郡福島町字塩釜１５３の１地先・１５３の１・１５４・１７４
・１９９・２００の１（以上１筆地先５筆について次の図に示
す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
６� 保安林予定森林の所在場所 茅部郡森町字蛯谷町２５０の３地先・２５０の４・２５１・３１８

・３１９（以上１筆地先４筆について次の図に示す部分に
限る。）、２５０の３、３１７、３２０

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課並びに北斗市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２４年１月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保 根室市（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
根室市（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保 根室市（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

� 保安林として指定された目的 干害の防備
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� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保 標津郡中標津町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室振興局
産業振興部林務課並びに根室市役所及び中標津町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４１号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
平成２４年１月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 帯広市
２ 都市計画事業の種類及び名称 帯広圏都市計画道路事業（３・３・４７号学園通及び３

・３・６号大通）
３ 事 業 施 行 期 間 平成１７年６月１７日から平成２６年３月３１日まで
４ 事 業 地（収用の部分） 変更なし

北海道告示第４２号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成２４年１月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 資格及び調達をする特定役務の種類
平成２３年度において道が締結しようとする�に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第２条第３号
に規定する特定役務の種類は、�に定めるものとする。
� 契 約 平成２４年１月３１日に一般競争入札の公告を行う北海道庁物品

託送業務契約
� 資 格 北海道庁物品託送業務の資格（以下「資格」という。）
� 特 定 役 務 の 種 類 北海道庁物品託送業務
２ 資 格 要 件
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、�及び�から�までによるほか、次による。

� 平成２４年１月１日現在において引き続き１年以上運送業務を営んでいること。
� 平成２４年１月１日を基準日とし、過去２年間において、１の�に定める契約と種類を
ほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

� 道が契約する地域に向けた運送が確保できること。
 航空便の取扱いができること。
� 宅配便の貴重品の取扱いができること。
� 業務量に見合う人員を午前８時４５分から午後５時までの間、指定施設（荷物発送室）
に常駐させることができること。
また、繁忙期には、その業務量に見合う人員を配置することができること。

３ 資 格 要 件 の 特 例
中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）、中小企業団体の組織に関する法律
（昭和３２年法律第１８５号）又は商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定に基づき
設立された組合又はその連合会については、当該組合又はその連合会が次のいずれかに該
当するときは、２に掲げる営業年数等の要件は、適用しない。
� 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
� 企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の
過半数を占めているとき。
また、�に該当する場合は、２の�に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員
（組合が指定する組合員）の合計値とし、２の�に掲げる資格要件にあっては、当該組
合と組合員（組合が指定する組合員）の値の平均値とすることができる。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２４年１月３１日から同年２月２９日まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
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での間にしなければならない（送付による場合は、同年２月２４
日までに必着）。

� 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提
出先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わ
なければならない。

ア 提 出 先 の 名 称 北海道出納局集中業務室職員事務課
イ 提出先の所在地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０５７
５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで、４の�及び�並びに５の�によ
る。

北海道告示第４３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２４年１月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項
� 調達をする特定役務の名称及び数量
ア 北海道庁物品託送業務（各単位当たりの単価）
イ 調達予定数量 メール便 １３５，９３４個

宅 配 便 ８９，９９５個
� 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
� 契 約 期 間 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
 履 行 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２４年北海道告示第４２号に規定する北海道庁物品託送業務の資格を有すること。

３ 契約条項を示す場所
北海道出納局集中業務室職員事務課

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎地下１階職員

事務課打合室（送付による場合は、郵便番号０６０－８５８８ 札幌
市中央区北３条西７丁目 北海道出納局集中業務室職員事務
課）

� 入 札 日 時 平成２４年３月１５日 午前１０時（送付による場合は、同月１２日
までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道出納局集中業務室職員事務課のホームページ
（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/st/skj/index.htm）においてダウ
ンロードすることができる。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のオ及び３の�による。

８ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道出納局集中業務室職員事務課
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０５７
１０ Summary

Ａ Nature and quantity of the services to be procured :

ａ Mail Service 135,934

ｂ Home Delivery 89,995

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., March 15, 2012

(If mailed, bids must arrive no latar than March 12, 2012)

Ｃ Contact : Officials Administration Division, Office of Centralized Affairs, Treasury Bureau,
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Hokkaido Government, Kita 3-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5057

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第６号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２４年１月３１日

北海道空知総合振興局長 武 田 裕 二
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 複写機等賃貸借契約
� デジタルカラー複合機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙を除く。）の供
給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）

� 調達台数及び調達予定数量
１台並びに１月当たりフルカラー８，９００枚及びモノクロ１８，１００枚

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２４年４月２日から平成２９年３月３１日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号又は平成２４年北海道告示第９号に規定する物品の賃貸借
（複写機）の資格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

 当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを証明した者であること。

� 当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査

� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２４年１月３１日から同年２月１５日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６８－００４２ 岩見沢市北２条西１２丁目１番７号

北海道空知総合振興局森林室管理課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道空知総合振興局森林室管理課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 岩見沢市北２条西１２丁目１番７号 北海道空知総合振興局森

林室２階会議室（送付による場合は、郵便番号０６８－００４２ 岩
見沢市北２条西１２丁目１番７号 北海道空知総合振興局森林室
管理課）

� 入 札 日 時 平成２４年２月２９日（水）午前１０時（送付による場合は、同月
２８日（火）までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
� この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名 称 及 び 数 量 複写機の賃貸借 ５台
イ 予 定 時 期 平成２４年２月頃

� この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２３年４月８日付け北海道空知総合振興局告示第９８号

８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
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返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道空知総合振興局森林室のホームページ（http : //

www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/kr_buppin_nyuusatu.htm）に
おいてダウンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
有効な入札をした者のうち、全ての入札金額（単価）が北海道財務規則（昭和４５年北海
道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の
範囲内であって、かつ、調達台数に係る１月当たりの入札金額（単価）に、１枚当たりの
入札金額（単価）にそれぞれの調達予定枚数を乗じて得た金額を加えた合計金額が最低で
ある者を落札者とする。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�、�及び�から�までによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道空知総合振興局森林室管理課
� 所 在 地 郵便番号０６８－００４２ 岩見沢市北２条西１２丁目１番７号

電話番号０１２６－２２－１１５５
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Lease of a Digital Multifunction Color Copier : 1 set

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., February 29, 2012

(If mailed, bids must arrive no later than February 28, 2012)

Ｃ Contact : Management Division, Office of Forestry Management, Sorachi General

Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, kita 2-jo Nishi 12-chome 1-7, Iwamizawa,

Hokkaido 068-0042 Japan

Phone : 0126-22-1155

北海道後志総合振興局告示第３号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２４年１月３１日
北海道後志総合振興局長 神 耐 三

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
デジタル複合機 １台
（デジタル複合機１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２４年１月１８日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 有限会社日進堂
� 住 所 虻田郡倶知安町北１条西２丁目１３番地
４ 落札金額
９０３，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年１２月１６日付け北海道後志総合振興局告示第６７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道後志総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

道立子ども総合医療・
療 育 セ ン タ － 告 示

北海道立子ども総合医療・療育センター告示第１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２４年１月３１日

北海道立子ども総合医療・療育センター長 工 藤 亨
１ 入札に付する事項
� 調達をする特定役務の名称及び数量
平成２４年度北海道立子ども総合医療・療育センター庁舎清掃業務 一式

� 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
� 契 約 期 間 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
 履 行 場 所 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６ 北海道立子ども総合
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医療・療育センター
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号又は平成２４年北海道告示第９号に規定する庁舎等清掃の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

 財団法人医療関連サービス振興会が行う医療関連サービスマーク制度による認定（院
内清掃業務）を受けている者であること。

� 清掃業務の全部又は一部の履行ができなくなった事態に備え、代行による体制を整備
していること。

� 過去３年間に清掃対象面積が１万平方メートル以上の病院で１年以上の清掃業務に係
る契約実績があること。

� 使用後の清掃用具を、洗濯及び乾燥並びに保管を行うことができる施設等を確保でき
る者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２のから�までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２４年１月３１日から同年２月２４日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午後５時３０分まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号００６－００４１ 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６

北海道立子ども総合医療・療育センター企画総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道立子ども総合医療・療育センター企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６ 北海道立子ども総合

医療・療育センター会議兼研修室（送付による場合は、郵便番
号００６－００４１ 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６ 北海道
立子ども総合医療・療育センター企画総務課）

� 入 札 日 時 平成２４年３月１３日（火）午前９時３０分（送付による場合は同
月１２日（月）までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量２５０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道立子ども総合医療・療育センターのホームペー
ジ（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hkr）において、ダウン
ロードすることができる。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 最低価格の入札者を落札者としない場合
この入札は低入札価格調査の基準価格を設定しており、基準価格に満たない入札が行わ
れた場合は、最低の価格をもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならない場合
がある。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道立子ども総合医療・療育センター企画総務課
� 所 在 地 郵便番号００６－００４１ 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６

電話番号０１１－６９１－５６９６
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the services to be procured :

Cleaning of rooms in the Hokkaido Medical Center for Child Hearth and Rehabilitation
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Ｂ Bid tendering date and time : 9 : 30 A.M., March 13, 2012

(If mailed, bids must arrive no later March 12, 2012)

Ｃ Contact : Planning and Administrative Division, Hokkaido Medical Center for Child Hearth

and Rehabilitation, Kanayama 1-jo 1-chome 240-6, Teine-ku, Sapporo 006-0041 Japan

Phone : 011-691-5696

道教育庁石狩教育局告示

北海道教育庁石狩教育局告示第１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２４年１月３１日

北海道教育庁石狩教育局長 伊 藤 文 明
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
ア Ａ重油（Ａ地区） ２１１，０００リットル
イ Ａ重油（Ｂ地区） １８７，０００リットル
ウ Ａ重油（Ｃ地区） ２２０，０００リットル
エ Ａ重油（Ｄ地区） ３５３，０００リットル
オ Ａ重油（Ｅ地区） ２２９，０００リットル
カ Ａ重油（Ｆ地区） ２５２，０００リットル
キ Ａ重油（Ｇ地区） ２７３，０００リットル
ク Ａ重油（Ｈ地区） ２４６，０００リットル
ケ Ａ重油（Ｉ地区） ２６９，０００リットル
コ Ａ重油（Ｊ地区） ２６１，０００リットル
サ Ａ重油（Ｋ地区） ２５９，０００リットル
シ Ａ重油（Ｌ地区） ３１１，０００リットル
ス Ａ重油（Ｍ地区） ３３８，０００リットル
セ Ａ重油（Ｎ地区） ２７３，０００リットル
ソ Ａ重油（Ｏ地区） ２１０，０００リットル
アからソまでの入札については、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 契 約 期 間 平成２４年４月２日から平成２５年３月３１日まで
 納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号又は平成２４年北海道告示第９号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

 石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号）第２４条第１項に定める石油
販売業の届出をしている者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２のに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２４年１月３１日（火）から同年３月８日（木）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館９階第３研修室（送

付による場合は、郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北３条西
７丁目 北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室）

� 入 札 日 時 平成２４年３月１５日（木）午後１時３０分（送付による場合は、
同月１４日（水）午後５時までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
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� 交 付 方 法 �の場所で交付する。
なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量５０グラムに見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道教育庁石狩教育局のホームページ（http : //

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ikk/）においてダウンロード
することができる。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のウ及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁石狩教育局道立学校運営支援室
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５８７２
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Fuel oil A 211,000 liters

ｂ Fuel oil A 187,000 liters

ｃ Fuel oil A 220,000 liters

ｄ Fuel oil A 353,000 liters

ｅ Fuel oil A 229,000 liters

ｆ Fuel oil A 252,000 liters

ｇ Fuel oil A 273,000 liters

ｈ Fuel oil A 246,000 liters

ｉ Fuel oil A 269,000 liters

ｊ Fuel oil A 261,000 liters

ｋ Fuel oil A 259,000 liters

ｌ Fuel oil A 311,000 liters

ｍ Fuel oil A 338,000 liters

ｎ Fuel oil A 273,000 liters

ｏ Fuel oil A 210,000 liters

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., March 15, 2012

(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., March 14, 2012)

Ｃ Contact : Office of Prefectural School Spending Management, Ishikari District Bureau of

Education, Hokkaido Office of Education, Kita 3-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo

060-8549 Japan

Phone : 011-204-5872

道選挙管理委員会告示

北海道選挙管理委員会告示第８５号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定に基づき、平成２３年４月１０日執
行の北海道知事選挙に関し、候補者の出納責任者から提出のあった同法第１８９条第１項の規
定による選挙運動に関する収支報告書の要旨を別冊のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成２４年１月３１日

北海道選挙管理委員会委員長 永 井 利 幸

北海道選挙管理委員会告示第８６号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定に基づき、平成２３年４月１０日執
行の北海道議会議員選挙に関し、候補者の出納責任者から提出のあった同法第１８９条第１項
の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨を別冊のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成２４年１月３１日

北海道選挙管理委員会委員長 永 井 利 幸
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